
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
  
                        
    
定員 ３０名（参加者が少ない場合には中止することがあります。） 

受講料（消費税等込） 一般：１９，９５０円  賛助会員：１５，９６０円  

支払い方法 

請求書(９月上旬発送予定)がお手元に到着次第、指定口座にお振込みください。 

(振込み手数料はご負担願います）    
お支払期日は原則として、開催日の前日までとさせて頂いております。また、実施１週間
以内のキャンセルについては、理由の如何を問わず受講料はご請求させて頂きます。代理
の方の出席をご検討下さい。 

申込み方法 FAX:087-826-0555  

主催者 

問い合わせ先 

一般財団法人省エネルギーセンター 四国支部 

担当／酒井 E-mail:j.sakai@eccj.or.jp 

〒760－0026 香川県高松市磨屋町8-1 富士火災高松ビル ５階 

TEL:087-826-0550 
    

一般財団法人 省エネルギーセンター  四国支部 行    
 

【講座日時：平成２４年９月２５日（火）13:00～16:40】     平成２４年  月  日 
会社名・事業所名・所属部署名 
 

TEL: 

FAX: 

賛助会員番号 

住所：〒   －     
受付No 参 加 者 氏 名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 受講料 

  円 

請求書・受講票送付先（部署名・担当者氏名）※申込時に確認の上、正確にご記入下さ

い 

 

 

eメールアドレス 

   円 

合  計    円 

【備考】このパンフレットは、当センター省エネ人材育成本部育成事業部ならびに四国支部が主催する各種講座等のご参加者に対し、省エネ技術、知識並びにエネルギーマネ
ジメントシステムの総合的な普及啓発という目的の一環として送信させて頂いております。送信停止ご希望の場合には、上記問い合わせ先迄E-mailにてご連絡下さい。 

そもそもISO50001って？えっ、国際規格？それ、省エネのためになる？・・・等々お感じの貴方に本講座がお勧め！ 

やさしい ISO50001入門コース 

 主催： 
四国支部 

講習会のご案内 

エネルギーマネジメントシステム 

エネルギー管理の「国際規格」が発行されました 

 ご存知ですか？ 

～エネルギー管理活動を体系的に実施できる“仕組み”を確立するために「何をしなければならないか」が定められています～ 

【素朴なギモン（例）】 

 ・ISO50001で省エネの進め方を整理することに繋がる？ ・ISO50001認証取得のために最初にやるべきことは何？次は？その次は？ 

・我が社が敢えてISO50001を認証取得する理由や必要性は？動機は？ ・ISO50001は「面倒くさい作業の追加」に過ぎないのでは？ 

・そもそも、ISO50001は規模や業態に関係なくISO50001認証取得は可能？ ・ISO50001は省エネのため「だけ」のもの？ 

・ISO50001に省エネを（更に）継続的に進めるアイディアはある？ ・国際規格の用語や意味は、誰でもちゃんと理解できる？ など 

 

・・・だとして、以下のような「素朴なギモン」一つでもありませんか？ 

上記ギモンへの回答（例）を、できる限り噛み砕いて、わかりやすく！事例も用い、ポイントを絞って解説します！ 

本講習会では・・・ 

日時：平成２４年９月２５日（火） 13:00～16:40 
会場：サンポートホール高松 ホール棟 ６階 ６２会議室 

住所：香川県高松市サンポート２番１号 ☆受講生の方には別途、案内図をお送り致します。最寄り駅：ＪＲ高松駅（徒歩３分） 

【重要】講座の「特色」など詳細は以下HPもご覧下さい。 
http://www.eccj.or.jp/education/tech/pdf/kan/guidance_EnMSstart1202-03.pdf 

ＥｎＭＳ実践講座 「やさしいＩＳＯ50001入門コース」 受講申込書 

（切り取らずにFAXして下さい） 

FAX ：087-826-0555 

申込要領 

EnMS実践講座 

※2011年6月15日発行。同年10月20日に日本工業規格
（JIS Q 50001）として日本語訳され発行。 

  
        基本的知識習得レベル     

入門 

 審査員・内部監査の主担当者 

（ISO実務責任者など）  
  内部監査補助者相当 

本講座はココ 

講座レベル 

・イチからEnMSを知りたい（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ｼｽﾃﾑ自体全く知らない方含む）方向け 
・業種は問いません（中小企業歓迎） 

 

http://www.eccj.or.jp/education/tech/pdf/kan/guidance_EnMSstart1202-03.pdf

